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概要 本論では,資 本移動が完全な場合の資本課税の効果について注 目し,世 代間の資源配

分への影響を考慮 に入 れた2国2期 間の世代重複モデルを用いて分析す る。本論では,

Buiter(1981)の モデルを,資 本所得税 と消費税を含む形に拡張 した ものを用いる。 ここで

は企業の生産に正の外部性を与える公共財が存在するもとで,資 本所得税 と消費税が利子率

と両国の政府支出,さ らに経済厚生 に与える影響 について,源 泉地主義および居住地主義を

採用 した場合に分けて分析する。その結果,課 税の効果は利子率 と公共財の変化が資本量 に

与 える変化の大 きさによって,政 策の効果に違いがあること,す なわち先進国 と途上国の違

いによって政策の効果に違いがある可能性があることを示 している。
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Abstract In this paper, the impact of tax rate changes on economic welfare is 

examined in the case of taxation on source and residence principle. I assume 

that two period overlapping generations model. In this model, public goods 

are provided by tax revenue, and the externality of public goods impact the 

production of firms. Raising the taxation rate increase tax revenue or de-

crease it, this is dependent on economic environment, thus developed economy 

or developing economy. 
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1.序 論

経済の国際化がうたわれて久 しいが,今 日,イ ンターネ ッ トの普及などでそれはさらに

急速に加速 されている。国境を越えた貿易や金融取引に対 して,各 国政府の対応はその領

土 内にとどまるものであ り,各 国の政策の違 いや変更が国際的な取引に少なか らず影響を

与 え,そ れによって輸出入先や投資先の決定や変更がなされ,さ らにまたその結果が国内

の政策 にもフィー ドバ ック し,国 内産業や政府の歳 出入な どに広 く影響 を与えると考えら

れる。 なかで も租税政策は国際的な取引をする企業や個人の利益 に直接に関わるものであ

り,ま た各国政府 にとっては税収や政府支出に直接に関わるだけに,そ の影響を精緻に分

析す ることは非常に興味深 い。

本論 では,資 本課税の効果について注 目し,世 代間の資源配分への影響を考慮 に入れた

動学モデルを用いて分析す る。動学モデルによる分析は,時 間的視野 を分析の中に導入す

ることによって,個 人 による貯蓄行動 とそれを用 いることでの企業による生産活動,お よ

びそれ らを通 じてなされる資本蓄積 メカニズムを扱 うことを可能 にする。特 に,世 代重複

モデルは,個 人 については有限の生涯期間を仮定す る一方で,経 済全体 としては無限に継

続 してい くことを仮定 しているため,租 税負担,公 共財,公 債,年 金等世代間の負担およ

び転嫁をともなう分析に適 している。そこで,本 論では2期 間の世代重複モデルを用いて,

資本移動が存在するもとでの課税の効果を分析す る。

世代重複モデルを用いて資本移動を分析 したものに,Buiter(1981),Persson(1985),

Ihori(1991,1996),BatinaandIhori(2000)等 がある。Buiter(1981)は,Diamond

タイプの世代重複モデルを用いて,資 本移動が経常収支 と経済厚生に与える影響 について,

時間選好率 の違 いおよび閉鎖経済 と開放経済の違いによ って比較検討 している。Persson

(1985)はBuiter(1981)の モデルに公債を加えて,資 本移動 と公債 が経済厚生に与える

影響 を,小 国と大国の違い,お よび閉鎖経済 と開放経済の違いに焦点を当てて議論 してい

る。 またIhori(1991)は 世代重複モデルを用いて,資 本所得税の変更を伴 う税制改革が

資本蓄積に与える効果 を分析 し,Ihori(1996)は3期 間の世代重複モデルを用いて,利

他的な遺産動機 が存在す る もとでの資本課税の効果 を分析 してい る。 さ らに,Batina

andIhori(2000)は 資本課税 と消費税の分析を理論的かつ包括的にまとめ,い くつかの

動学モデル との比較,実 際のデータを用いた実証分析等を行 っている。

本論では,Buiter(1981)の モデルを,資 本所得税 と消費税を含む形に拡張 した ものを
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資本課税の動学分析(仲 林)

用い,企 業の生産に正の外部性を与える公共財が存在す るもとで,資 本所得税 と消費税が

利子率 と両国の政府支出,さ らに経済厚生 に与える影響について分析す る。その際,源 泉

地主義 と居住地主義の どち らを採用するかによって影響がことなることを示 し,比 較検討

を試みる。

本論では,両 国の企業は利潤が最大 になるように資本量を選択す る。 この とき両国政府

が源泉地主義をとる,す なわち資本収益が発生 した国の政府が資本所得税を課す場合,そ

の課税 は企業の選択す る資本量に影響を与える。両国政府が居住地主義 を採 る場合には,

効用最大化をす る個人の貯蓄行動 に影響 を与える。 その結果,双 方の課税は,そ れぞれの

国の経済厚生水準 を変化 させる。すなわち税率の引き上 げは,公 共財 として還元 され ると

その国の経済厚生が上昇す るという効果が生 まれ る一方,そ の税率が上昇 した ことで,そ

の国の資本や貯蓄が他国へ逃避 し,企 業の資本蓄積や個人の貯蓄行動を阻害するという効

果 も生まれる。 したがって,経 済厚生に与える効果は一概 には決められず,経 済環境によっ

て決定 される。すなわち,そ の結果 はそれぞれの国が,生 産に対す る公共財の影響が大 き

いか小 さいか,あ るいは,利 子率の変化が資本需要量や貯蓄量 に与える影響が大きいか小

さいか等 によって違 って くることになる。

消費税 もまた資本蓄積や貯蓄行動に影響を与える。消費税の上昇は貯蓄の増加 と,そ の

結果 としての利子率の低下を直接的にはもた らす。 しか し生産外部性 を持つ公共財が存在

するもとでは,そ れを通 じた間接的効果により,資 本所得税 と同様 に,そ の結果はそれぞ

れの国が生産に対す る公共財の影響が大きいか小 さいか,あ るいは,利 子率の変化が資本

需要量や貯蓄量 に与える影響が大きいか小 さいか等に依存す ることにな る。公共財の財源

調達のために課税をするとき,政 府 にとっては資本所得税 と消費税の どちらを選択するか

という問題 も大変重要である。

次章以降は,ま ず2章 において,両 国が源泉地主義 を採用 した場合 の世代重複モデルを

定式化 し,定 常状態 における資本所得税および消費税 の上昇が,利 子率 と両国の政府支出

に与える影響について分析 し,経 済厚生に与える影響 を検討す る。3章 では,両 国が居住

地主義 を採用 した場合の世代重複モデルを定式化 し,2章 と同様に,定 常状態における資

本所得税および消費税の上昇の影響 と経済厚生 に与える影響について分析す る。最後に5

章で結論をまとめ る。
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2.源 泉地主義 にもとつ く資本課税の効果

2.1.モ デ ル

経 済 はA国 とB国 の2つ の 国か らな り,両 国 の人 口,人 々の選好 は 同 じもので あ るとす

る。2期 間の世 代重 複 モ デル を想定 し,第1期(「 労働 期」 と呼ぶ)に 非弾 力 的 に労働 を

供 給 し,賃 金所 得 を得 る。 所得 の一 部 は その期 に消 費 し,残 りは第2期(「 引退 期」 と呼

ぶ)の 消費 のた め に貯蓄 す る。 引退 期 に貯蓄 とそ こか ら得 られ る収 益 のすべ て を消 費 し,

遺 産 は残 さな い もの とす る。 また両 国 は と もに労働期,引 退 期 の両方 の 消費 に τ,A,τ。Bの

消 費税 を課 す もの とす る。

以上 の経 済環境 の もとでは,第1期 に労働 期 に あるA国 個 人(第t世 代 と呼 ぶ)の 効用

関数 を,

(1)uto=u(cltA,c2t+1A)

と表 す こ とが で き,予 算制約 は労 働期 およ び引退 期 につ いて それぞ れ,

(2)(1+τ 。A)cltA=wtA-stA,

(3)(1十 τcA)C2t+IA=(1→-rt+1)stA

で与 え られ る ことにな る。 ここで,上 付 き文字 のAはA国 の変数 を,BはB国 の変数 を,

上 付 き文 字 がな い変数(r)は 両国 に共通 の変数 で あ る ことを示 す。Clt,St,C2t+1は それ

ぞ れ労 働期 の消 費 と貯蓄,引 退 期 の 消費,Wtお よびrt+1は この個 人 が受 け取 る第t期 の

課 税 前 の賃金 と,t+1期 の課税 前 の 利子率 であ る。 ま た効 用 関数uは 厳 密 な意 味で準 凹

関数 で あ ると仮定 す る。

A国 の個 人 は予算制 約(2),(3)の もとで生 涯効用(1)を 最大 にす るよ うに2期 間 の消費 を選

択 す る。 その結果,貯 蓄 関数 は,

(4)Sto=s(WtA,rt+1,τcA)

と表す こ とがで き,ま た間接 効用 関数 も同様 に,

(5)VtA=V(wtA,rt+1,τ,A)

と求 め る ことが で きる。

B国 の個人 につ いて も同様 に考 え て,t期 に労働 期 にあ る個 人 の効用 関数 お よび各期

の予算制 約 はそ れぞれ,

(1)'UtB=U(CltB,C2t+IB),

(2)'(1+τ,B)cltB=wtB-stB,
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(3)'(1十 τcB)c2t+1B=(1十rt+1)stB

と 表 す こ と が で き,A国 の 場 合 と 同 様 に,効 用 最 大 化 の 結 果,貯 蓄 関 数 と 間 接 効 用 関 数 は

そ れ ぞ れ,

(4)ノsρ=s(WtB,rt+1,τCB),

(5)ノVtB=V(wtB,rt+1,τcA)

と求 め ら れ る 。 た だ し貯 蓄 関 数(4),(4)ノ に つ い て は0_<sW_<1,0_<s,,を 仮 定 す る 。

企 業 はt期 に労 働期 にあ る個人 に よ って 非弾 力 的 に供給 され る労働 と,t-1期 に既 に

決定 され てい る資本 ス トック,そ して政 府 に よって供 給 され る公共 財 を用 いて生産 を行 う。

生 産技 術 は規模 に関 して収 穫一・定 で あ る と し,外 部性 を伴 う公 共財 の影響 を受 け るとす る

と,一 人 あた り生産 関数 は,

(6}ytA=A(gtA)f(ktA)

とな る。 こ こで,9tAは 一 人 あた りの公 共 財 の大 き さ,ktAは 一 人 あ た りの 資 本 ス トッ

ク を 表 す 。 ま た 公 共 財 に よ る外 部 性A(9tA)に つ い て は 限 界 生 産 力 逓 減 を仮 定 し,

Ag>0,Agg<0で あ る とす る。

企 業 の利潤 関数 は,

(7)πA=A(gtA)f(ktA)_WtA-(1十 τsA)rtktA

と表す こ とがで き る。 た だ しこ こで はA国 政 府 が企 業 の資本 所得 に対 して,源 泉 地主 義 に

もとつ いて τ、Aの税 率 で課税 して い る。 企 業が利 潤 最大 化す る ことに よ り,一 階の条件 と

して,

(8)A(gtA)f'{ktA)_(1十zSA)rt,

(9)A(gtA)f(ktA)一(1一 トτsA)rtktA=wtA

の2つ が得 られ る。 これ は企 業が,公 共 財 の外部性 の影 響 を受 けた資 本 の限界生 産力 と課

税 後の利 子率 が等 し くな るよ うに資本量 を決 定す る こと,同 じ く課税 後 の労 働 の 限界 生産

力 が賃金 に等 し くな るよ うに労働量 を決 定す る ことを意 味 して い る。

B国 の企業 につ いて も同様 に考 え る と,一 人 あた り生産 関数,お よ び利潤 関数 は,

(6)!Yt$=A(gtB)f(ktB),

(7)'πB=A(gtB)f(kρ)-wtB-(1十 τsB)rtktB

と表す こ とがで き る。 こ こでA国 の場合 と同様 にB国 政府 は,企 業 が得 る資本所 得 に対 し

て,源 泉地 主 義 に も とつ いて τ,Bの税 率 で課 税 して い る。 よ って利潤 最大 化 の一 階 の条件

は,
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(9)'
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A(gtB)f'(ktB)=(1十 τsB)rt,

A(gtB)f(ktB)_(1十zSB)rtktB=wtB

と な る 。

両 国 の 政 府 は 源 泉 地 主 義 課 税 に よ っ て 得 た 資 本 所 得 税 収 と 消 費 税 収 を 用 い て 両 国 の 公 共

財 を 供 給 す る 。 よ っ て 政 府 の 予 算 制 約 は,

(10)τcA(cltA十c2t+IA)十 τsArt+lkt+1A=gt+IA,

(10)ノ τcB(cltB十c2t+IB)十 τsBrt+lkt+IB=gt+1B

と な る 。

こ の 経 済 で は 資 本 移 動 は 完 全 で あ る も の と す る 。 し た が っ て 資 本 市 場 の 均 衡 条 件 は,

(11)kt+IA{(1十 τsA)rt+1,gt+IA}十kt+IB{(1十 τsB)rt+1,gt+IB}

=StA(WtA
,rt+1,τ,A)+StB(WtA,rt+1,τ 。A)

と 表 す こ と が で き る 。 こ れ はA国 とB国 の 個 人 が 行 っ た 貯 蓄 の 合 計 が,両 国 の 企 業 の 資 本

ス ト ッ ク に な る こ と を 意 味 し て い る 。

2.2.定 常状 態 の分析

2.1.節 よ り,源 泉 地主 義 を採 った場 合 の,定 常 状態 にお ける2国 シス テム を表す と以下

の よ うにな る。

(12)

⑫ ノ

(13)

(13?'

f14)

(14)ノ

(157

⑮ ノ

X16)

sA-S(wA,r,τ 、A),

sB=S(wB,r,τ,B),

A(gA)fノ(kA)=(1十 τsA)r,

A(gB)fノ(kB)=(1十 τsB)r,

ACgA)fCkA)-C1十zSA)rkA=wA,

A(gB)f(kB)‐(1十zsB)rkB=wB,

τcA(c1A十c2A)十zSArkA=ga,

τcB(clB十c2B)十zSBrkB=gB,

kA{(1十 τsA)r,gA}十kB{(1十 τsB)r,gB}・=sA(wA,r,τcA)十sB(wA,r,τcA)

ここで,資 本移動 は完全であるので利子率rは 均等化する。 しか し,こ こでは資本所得

税が課 されるので(13),(13)'のように企業が利潤最大化の結果,資 本収益 としての個人への

リター ンは課 税後 の利子 率 に等 しい とい うことを意 味 して い る。
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次に,定 常状態 における自国の税率の変化が,利 子率および両国の政府支 出にどのよう

な影響を与えるかについて考える。体系は次の3つ の式 にまとめ られ る。

(lh・{1毒(wA-sA+r)}+Zs・rk・{(1+ZS・)r,g・}-9へ

(1撫 ・{1点 。(ω ・一・・+rsB)}+zSBrk・{(1+覇9・}-9琉

(18)kA{(1十z5A)r,gA}十kB{C1十zsB)r,gB}

=sA{A(gA)f(kA)一(1十 τsA)rkA
,r,τcA}十sB{A(gB)f(kB)一(1十 τsB)rkB,r,τ,B}

(17),(17)',(18),の3つ の 式 を そ れ ぞ れ 全 微 分 し て,次 の 式 を 得 る 。

BDOlldrlITIIN

(19)EOdgA=dτ 、A-十 〇dτ,A

GHIIIdgBIIMIIP

こ こ で,

B=τcAηsA十 τsAkA→ 一τsArkRA(1-十 τsA),

D=τcAγsA十 τsArk2-1,

E=τcBηsB十 τsBkB十 τsBrkRB(1十 τsB),

B=τcBγ,B十 τsBrk9β 一1,

G=α 、一 β、,

A=kg-sWAA'(gA)f(kA),

1=kB-swBAgノ(gB)f(kB),

J--1毒(w・ 一・・+rs・)一玩・(llメ+号1葺)・

aSAM
=

∂TcA'

1(1 -s
wA十rswA){rkA十(1十 τsA)r2kRA}-rkA一 τsAr2kRA,N=τcA1十

ZcA

P=-rkRA十swA{-rkA-(1十 τsA)rkRA},

akAtakARB =(1十 τsB)r ,kgA=RA=(1十τsA)r,kRB=で あ る(2>。ま た,kRA= ∂

9ズf　 iaRA,

塊 ・一 舞1・ ・A_aSAwawA・ ・wB一 緋 ・ ・rA-aSAar・SrB-aSBar・ そ し て ・

(2)Bか らPの 符 号 はkRA,kRB,kAg,kBgの 大 小 に依 存 して 決 ま る。 詳 し くはAppendix1を 参

照 さ れ た い。
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as=kuAC1十zSA)十kxBC1十zSB)‐sA‐sB<0,

,Qs=‐sWA(1+TsA)ka+sWB(1+2SB)kB<0,

1

ySA=A'(gA)fCkA)(1-SwA+rSwA)>0,1十
τcハ

1

γsB=A'(gB)f(kB)(1-SwB+rSwB)>0,1十
τ。B

恥・一 一(1十rsA)k・1毒(1-・ ・A+rs・A)+1毒{一(1+爽 ・)k・ 一 ・rA+・ ・+rs潜 くq

恥・(1十zsB)k・1嵩 。(1-・w・+rs・ ・)+1毒 。{一(1+鳶 ・)k・-SrB+・ ・+rs湧 くq

であ る(3)。

{ig}式の係数 行列 の行 列式 の値 は,iQl-DFG-DEI-BFHと な り,こ れ は安 定 条件 よ り

負 で あ る(4)。

比 較静 学 の結 果 よ り,A国 の税 率 τ、Aと τ,Aの 変更 が,利 子率 と両 国 の公共 財 に与 え る

影響 をま とあ る と,そ の正 負 は,利 子 率 の変 化分 が 資本量 の変 化分 に与 え る効 果 の大 き さ

と,公 共 財 の変 化 分 が資 本量 の変 化 分 に与 え る効 果 の 大 き さに依 存 して い る ことが わか

る(5)。す な わ ち,両 国 の利子 率 の変 化 分 が 資本 量 の変 化分 に与 え る効 果 が十 分 大 き いか

(kRA《0,kRB《0)小 さいか(kRA〈0,kRB〈0),あ るいは,公 共財 の変化 分 が資本 量 の変

化 分 に与 え る効 果 が 十分 大 き いか(k。A》0,kgB》0)小 さ いか(kgA>0,kgB>0)に 依存

す るので あ る。 ここで,一 般 的 に先 進 国 におい ては,利 子率 の変化 分が 資本量 の変 化分 に

与 え る効 果 が十分大 き く,途 上 国 に おいて は小 さい。 また先進 国 にお いて は公 共財 の変化

分 が資本 量 の変 化分 に与 え る効 果 が小 さ く,途 上 国で は大 きい と考 え られ るこ とか ら,実

現可 能 なケ ー スにつ いてのみ ま とめ る と,表1の よ うにな る。

(3)η 、Aと η。Bの符 号 は 確 定 し な い 。 し か し η、Aお よ び η,Bの 右 辺 第1項 がc1。n+Cz。Aお よ び

cユwB+c2wBを,右 辺 第2項 がCi,A+c2,Aお よ びc1,B+c2,Bを 意 味 して い る こ と を 考 慮 し,も し,

A国,B国 と も に貯 蓄 の 利 子 弾 力 性 よ り,限 界 消 費 性 向 の 方 が 大 き い な ら ば,η 、Aお よ び η、Bは

負 と な る。

(4)安 定 条 件 は,(17),{17)ノ(18)式を 全 微 分 し,諸 々 の 操 作 の 上,rに 関 す る4階 差 分 方 程 式 を 求 め,

そ れ が 収 束 す る た め の 条 件 を シ ュ ー ル の 定 理 を用 い て 導 出す る。 よ っ て,安 定 条 件 は,

(drt+;+i_a+swAAdra+;ノ÷ 璃 謡 網(d‐e)1<一

(5)坂 本(2001)で は,す べ て の ケ ー ス に つ い て場 合 分 け を し分 析 して い る。
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表1A国 の資本所得税の上昇が与える影響(源 泉地主義)

A国

B国
先 進 国(kRA《0,kgA>0) 途 上 国(kRA《0,kgA>0)

先 進 国

(kRB《0,

kgB>0)

ケ ー ス1

　

ケ ー ス2 ケ ー ス3

十

ケ ー ス1

　

ケ ー ス2 ケ ー ス3

十

途 上 国

(kxB≪0,

kgll>0)

ケ ー ス1

十

ケ ー ス2

　

ケ ー ス3

一

ケ ー ス1

十

ケ ー ス2 ケ ー ス3

一

*こ こでケース1はA国 の資本所得税が利子率 に与える効果,ケ ース2はA国 の資本所得税がA国 の

政府支出に与える効果,ケ ース3はA国 の資本所得税がB国 の政府支出に与える効果を示す。 また

表中の空欄は符合が確定 しないケースを示す。

表2A国 の消費税の上昇が与える影響(源 泉地主義)

A国

B国
先 進 国(kRA《0,kAg>0) 途 上 国(kRA《0,kgA>0)

先 進 国

(kxB≪0,

kgB>0)

ケ ー ス1

一

ケ ー ス2 ケ ー ス3

十

ケ ー ス1

」ト

ケ ー ス2 ケ ー ス3

一

途 上 国

(kRB《0,

kgB>0)

ケ ー ス1

十

ケ ー ス2

一

ケ ー ス3

一

ケ ー ス1

一

ケ ー ス2 ケ ー ス3

十

*こ こでケース1はA国 の消費税が利子率に与える効果,ケ ース2はA国 の消費税がA国 の政府支出

に与 える効果,ケ ース3はA国 の消費税がB国 の政府支出に与える効果を示す。また表中の空欄は

符合が確定 しないケースを示す。

2.3.経 済厚 生 に対 す る影 響

本節では,資 本所得課税 と消費税が,定 常時世代の効用 にどのような影響を与えるか に

つ いて検討 す る。

〈5)式で見た とお り,定 常状態 におけるA国 の間接効用関数は,

¢①VA=V(wA,r,τcA)

と与 え られ る。 したが って,こ れ よ りτ、Aの上昇 によ る影 響 と して,

dVA
vWA{

awA

4τ 。孟 azSA )+(sAarrazSA)}
が得 られ,同 様 に τ,Aの上 昇 によ る影 響 は,

諾 一～い{awA(∂τc五)+(÷ 券)}

と な る(6)。

⑥ ロイの恒等式を用いる。
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dVA

dzSA
について1よ儲)力 塀 が+分 大き嚇 さの とき正(負)と なりdrd

zSAの

符号 に依存 す る。(表1ケ ー ス1)

dVA

dτ 。五
について は,(

awA

∂τ6オ)が ゼ・な呪(ar∂ZCA)の 符号 に依存す る・(表2の ケー

ス1)こ の結果 を ま とめた ものが表3,表4で あ る。

表3A国 の資本所得税の上昇がA国 の経済厚生 に与える影響(源 泉地主義)

A国 先 進 国 途 上 国

B国 (kRAKO, kgA>0) (kRA≪O, kgA>0)

先進国
(kx$≪0, 一

kgB>0)

途上国

CkRB≪O, 十

kgB>0)

表4A国 の消費税の上昇がA国 の経済厚生に与える影響(源 泉地主義)

A国 先 進 国 途 上 国

B国 (kRA≪0, kgA>0) (kRA《0, kgA>0)

先進国
(kxBKO> 一 十

kgB>0)

途上国

(kRB≪0, 一十 一

kgA>0)

*表 中の空欄は符号が確定 しないケースである。

表3,表4と もに表中のプラス(+)の ケースにおいて,そ れぞれの税の上昇が経済厚

生を上昇 させ,マ イナス(一)の ケースにおいて,経 済厚生が減少す ることを示 している。

すなわち,A国 の資本所得税の上昇は,A国 が先進国でB国 が途上国の場合,A国 の経済

厚生を上昇 させ,A国 が途上国でB国 が先進国の場合,A国 の経済厚生 を下げる。 またA

国の消費税の上昇 は,A国 が先進国の場合B国 も先進国な らばA国 の経済厚生 を下 げ,B

国が途上国な ら上昇 させる。一方,A国 が途上国の場合,B国 が先進国な らば,A国 の経

済厚生を上昇 させ,B国 が途上国な らば下げる。
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3.居 住地主義 にもとつ く資本課税 の効果

3.1.モ デ ル

2.1.節 と 同 様 の 経 済 環 境 の も と で,t期 に 労 働 期 に あ るA国 の 個 人(t世 代)の 効 用 関

数 は,

⑳u,A=u(c1,A,c2t+IA)

と 表 せ る 。 個 人 の 予 算 制 約 は 労 働 期 お よ び 引 退 期 に つ い て そ れ ぞ れ,

X22)(1+τ,A)cltA=wtA-stA,

(23)(1十 τcA)c2t+1A={1十(1ZrA)rt+1}stA

と 表 す こ と が で き る 。 こ こ で τ,AはA国 政 府 が 居 住 地 主 義 に も と つ い て 課 す 資 本 所 得 税 で

あ る 。

A国 の 個 人 は 予 算 制 約(13),(14)の も と で 生 涯 効 用 ⑫ を 最 大 に す る よ う に2期 間 の 消 費 を 選

択 す る 。 そ の 結 果,貯 蓄 関 数 は,

⑳s、A=s{w、 へ(1一 τ,A)r,+1,Z,A}

と 表 す こ と が で き る 。 し た が っ て,そ れ ら を(12)に 代 入 す る こ と で,間 接 効 用 関 数 を,

(25)VtA=V{wtA,(1一 τrA)rt+1,τcA}

と求 め る こ と が で き る 。

B国 の 個 人 に つ い て も 同 様 に 考 え る 。B国 政 府 は 個 人 が 引 退 期 に 得 る 資 本 所 得 に 対 し て

課 税 を す るOt期 に 労 働 期 に あ る 個 人 の 効 用 関 数 は,

⑳ ノutB=u(cltB,c2t+IB)

と表 す こ と が で き,予 算 制 約 は 労 働 期 お よ び 引 退 期 に つ い て そ れ ぞ れ,

⑳'(1+τ,B)cltB=wtB-stB

(23)'(1+τ,B)c2t+1B=(1一 τ,B)rt+1stB

と 表 す こ と が で き る 。 効 用 最 大 化 の 結 果,貯 蓄 関 数 は,

⑳ ノs,B=s{w、B,(1一 τ,B)r、+1,τ、B}

と 求 め る こ と が で き る 。 間 接 効 用 関 数 も,

(25)!vB=V{wtB,(1-z,B)rt+1,τcB}

と 求 め ら れ る 。 た だ し貯 蓄 関 数(15>,(15)ノ に つ い て は0≦sw≦1,0≦s,を 仮 定 す る 。

外部性を伴 う公共財の影響を受 ける企業の,一 人あた り生産関数は,
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(26)ytA=A(gcA)f(ktA)

とな る。 企業 の利潤 関数 は,

⑳ πA=A(gtA)f(ktA)-wtA-rtktA

と表す こ とがで き る。企 業 が利潤最 大 化す ることに よ り,一 階 の条 件 と して,

㈱A(9tA)fノ(ktA)=rt,

(29)A(gtA)f(kcA)‐rcktA=wcA

の2つ が得 られ る。 これ は企 業 が,公 共財 の外部性 の影 響 を受 けた資本 の限界生産 力 と利

子 率 が等 し くな るよ うに資本 量 を決定 す る こと,同 じ く労働 の 限界生産 力 が賃金 に等 し く

な るよ うに労働量 を決定 す るこ とを意 味 して いる。

B国 の企 業 につ いて も同様 に考 え て,公 共 財 の外部性 の影 響 を受 け る一人 あた り生産 関

数 は,

(26)'ytB=A(gtB)f(ktB)

とな り,利 潤 関数 も

伽 ノ πB=A(gtB)f(ktB)-wtB-rtktB

と表 す ことがで きる。 利潤 最大 化 に よ り,一 ・階 の条件 は,

X28)'A(gcB)f'CktB)=rc,

②9)'A(gtB)f(ktB)-rtktB=wtB

とな る。

両 国 の 政 府 は 居 住 地 主 義 課 税 に よ っ て 得 た 資 本 所 得 税 収 と 消 費 税 収 を 用 い て 両 国 の 公 共

財 を 供 給 す る の で,政 府 の 予 算 制 約 は,

(30;}τcA(cltA十c2t+1A)十 τrArt+lstA=gt+1A,

(3〔))'τcB(cltB十c2t+1B)十 τrBrt+1stB=gt+1B

と な る 。

こ の 経 済 で は 資 本 移 動 は 完 全 で あ る も の と す る 。 そ の た め 資 本 市 場 の 均 衡 条 件 は,

(31)kt+IA(rt+r,gt+IA)十kt+1B(rt+1,gt+1B)

=s、A{wtA
,(1一 τ,A)rt+1,τ,A}+stB{wtB,(1一 τ,B)rt.1,τ 、B}

と 表 せ る 。 こ れ はA国 とB国 の 個 人 が 行 っ た 貯 蓄 の 合 計 が,両 国 の 企 業 の 資 本 ス ト ッ ク に

な る こ と を 意 味 し て い る 。
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3.2.定 常状態 の分析

2.2.節 よ り,居 住 地主 義 を採 った場 合 の,定 常 状態 にお け る2国 システ ムを表 す と以下

の よ うにな る。

(32)

(32)'

(33}

(33}'

(34}

⑳'

(35)

(351'

(36)

ここでも,

を採 るので,

生産関数,公 共財 の外部性関数はともに両国で同 じ形状 を仮定 しているが,税 率の違 いに

より,資 本 ス トックの水準が異なるため,生 産水準,賃 金率は異な っている。

次に前節 と同様に,定 常状態における自国の税率の変化が,利 子率,各 国の政府支出に

どのような影響を与えるかについて考える。体系は次の3つ の式 にまとめ られる。

Gの が{1A[wA_SA+(1-TrA1十
τ。)rsA]}

十 τrArsA{A(gA)f(kA)-rkA,(1-z,A)r,τ 。A}=gA,

(3の'が{1毒[wB-SB+(1-ZrB)rsB]}

十 τrBrSB{A(gB)f(kB)-rkB,(1-z,B)r,τ 。B}=gB,

(38)kACr,gA)十kBCr,gB)

=SA{A(gA)f(kA)-rkA
,(1一 τrA)r,τcA}十SB{A(gB)f(kB)-rkB,(1-z,B)r,τ 。B},

⑳,(371',(381の3つ の 式 を そ れ ぞ れ 全 微 分 し て,次 の 式 を 得 る 。

ab°dr

(39}dOedgA

hijdgB-[1陣 レ

こ こ で,

a=τcAηrA十 τrA{sA-swAkAr十sRA(1一 τrA)r},
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sA=s{wA,(1一 τ,A)r,τ 、A},

sB=s{wB,(1一 τ,B)r,τ,B},

A(gA)f1(kA)=r,

A(gB)f!(kB)=r,

A(ga)f(kA)-rkA=wA,

A(gB)f(kB)-rkB=wB,

τcA(CIA十C2A)十 τrArSA=gA,

τcB(CIB十C2B)十 τrBrSB=gB,

kA(r,gA)十kB(r,gB)=SA{wA,(1一 τrA)r,τcA}十SB{wB,(1一 τrB)r,τcB}

資 本 移 動 は 完 全 で あ る の で 利 子 率rは 均 等 化 す る 。 し か し 両 国 が 居 住 地 主 義

両 国 の 貯 蓄 関 数 は,(32),(32}の よ う に 課 税 後 の 利 子 率 に 依 存 し て い る 。 ま た
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b=z。Aγ,A十 τ,ArSw{Aノ(gA)f(kA)}-1,

d=τcBηrB十 τrB{sB-sBkBr十sRB(1一 τrB)r},

e;τ,Bγ,B十 τ,Brsw{A'(gB)f(kB)}-1,

A=CLr+ar,

i=kAg-swAA'(gA)f(kA),

Bj=k
g-swBA'(gB)f(kB),

1--11+
ZcA{w・ 一 ・・+((1_TrA)rsA}zC・(号1メ+号1爵),

aSA
m=

∂τ♂'

n一 孔Al毒{-k・ 一(1-ZrA){sRA-(1イ)rsRA-・ ・}・‐rs・+銑AsRAr乳

p=‐rsRA,

aSBakA ∂1¢B ∂1♂akBaSAで あ る(7)

・ ま たk・A=∂r・k・B=∂r・k・A=agA・k・B=㎏ ・ ・swA=∂wA・swB=∂wB・

sRA-aSARaRA° ・一(1-Z'rA)r,sxB-aSBRaxB'・ 一(1-Zr・)・ で あ る ・

そ し て,

α,=k,A+k,B《 レ τ,A)sRA-(レ τ,B)s,B〈0,

βr=swAkA-swBkB>0,

1

γrA=Aノ(gA)f(kA){1-swA+(1一 τ,A)rswA}>0,1十Z
c`4

1

YrB=A'{gB)f{kB){1‐sWB+{1‐zrB)rsWB}>0,1十τ
。B

ll[
-kA-(1-r,A){SRA-(1-z,A)rsRA-sA}]〈0

,{1-sw+(1一τ,A)rsw}+ηrA=-kAl十
τc乃1十ZcA

ηρ一 一k・1毒{1-・Sw+(1-2r・)rsWB}+11+Z
cF[-k・ 一(1-Zr・){sRB-(1-Zr・)・sRB-・ ・}]<o,(8)

であ る。

(39)式の係 数行 列 の行 列 式 の値 は,lql=beh‐bdj‐aeiと な り,こ れ は安 定 条 件 よ り負

(7)aか らpの 符 号 はsRA,sRB,swA,swBの 大 小 に依 存 して 決 ま る。 詳 し くはAppendix2を 参

照 さ れ た い。

(8)η,Aと η,Bの 符 号 は確 定 しな い。 しか し,脚 注3と 同 様 に,も しA国,B国 と も に,貯 蓄 の 利

子 弾 力 性 よ り,限 界 消 費 性 向 の 方 が 大 き い な らば,η,Aと η,Bは 負 と な る。
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で あ る(9)。

比較静学の結果よ り,A国 の税率の変更が,利 子率 と両国の公共財に与える影響を,符

号が確定す るケースについてまとめると,そ の正負は利子率の変化分が両国の個人 の貯蓄

に与え る効果の大きさと,両 国の個人の貯蓄性向の大 きさに依存 していることがわか る。

一般的に
,先 進国は途上国に比べて利子率の変化分が両国の個人の貯蓄 に与える効果の大

きさも限界貯蓄性向 もともに高い と考え られるので,2章 と同様に実現可能なケースにつ

いてのみ結果をまとめると,表5の ようになる。

表5A国 の資本所得課税が与える効果(居 住地主義)

A国

B国
先 進 国(SRA》0,SwA》0) 途 上 国(SRA>0,SwA>0)

先 進 国

(SRB≫O,

sWB≫0)

ケ ー ス1 ケ ー ス2 ケ ー ス3 ケ ー ス1

一

ケ ー ス2 ケ ー ス3

十

途 上 国

(SRB>0,

sWB>0)

ケ ー ス1 ケ ー ス2 ケ ー ス3 ケ ー ス1

十

ケ ー ス2 ケ ー ス3

一

*こ こでケース1はA国 の資本所得税が利子率に与える効果,ケ ース2はA国 の資本所得税がA国 の

政府支出に与える効果,ケ ース3はA国 の資本所得税がB国 の政府支出に与える効果を示す。また

表中の空欄は符合が確定 しないケースを示す。

3.3.経 済 厚 生 に与 え る影 響

㈱式 で見 た とお り,定 常状 態 に お けるA国 の間接効 用 関数 は,

(40)VA=V(wA,r)

と与 え られ る。 したが って,こ れ よ りτ,Aの上 昇 に よ る影 響 と して,

dVA

dzA-VAW{awA(azrA)+(SAr∂ 影)}

が 得 られ る(10)。

A国 の利 子所 得税 の上昇 が経済 厚生 に与 え る効 果 を ま とめ る と,表6の よ うにな る。

(9)安 定条件は,

(劉 β瞭 魍(

脚注(4)と同様の方法で得 られる。よって,

a

b)+SwBA・ ㎏ ・)f(κβ)(de)

a+kga(ab)+kBg(de) 1<1一
⑩ 脚注⑥ と同様である。
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表6A国 の資本所得税の上昇がA国 の経済厚生に与える影響(居 住地主義)

A国 先 進 国 途 上 国

B国 (sRAJ>0, sWA≫0) (SRA>0, sWA>0)

先進国

(suB≫0, 一

SWB≫a)

途上国

CsRB>a, 一{一一

sWB>0)

*表 中の空欄 は符号が確定 しないケースである。

この結果か ら,A国 が途上国でB国 が先進国の場合 は,A国 の資本所得税 の上昇がA国

の経済厚生 を下げ,A国,B国 ともに途上国の場合 にはA国 の資本所得税の上昇がA国 の

経済厚生を上昇させることがわかる。

4.結 論

本論では,世 代重複モデルを用いて,源 泉地主義 と居住地主義にもとつ く課税 が,利 子

率 と両国の公共財に与える影響,お よび経済厚生に与 える影響 について動学的観点か ら分

析 した。

資本所得税および消費税の引き上げは,そ の税収が公共財 として還元 されると,そ の国

の経済厚生 は上昇す るが,政 府が源泉地主義を採 る場合,資 本市場に影響を与え,企 業に

投資先 の国を変更させるという効果 も生み,経 済厚生 に与える効果については一概 には決

め られず,利 子率 の変化が資本需要量 に与える影響の大きさと,公 共財が生産に与え る影

響 の大 きさに依存す る。居住地主義 を採 る場合 も,個 人の貯蓄行動や消費行動に影響を与

え,そ の結果,経 済厚生が減少す る可能性 もある。 それぞれの効果は個人の貯蓄 に関する

利子弾力性の大 きさ,限 界貯蓄性向,公 共財が生産 に与える影響の大きさに依存 している。

〈Appendix1>

(17),(17)ノ,(18)式 を そ れ ぞ れ 全 微 分 す る と,

[1毒(w・-SA+・SA)+♂(1暑1+1睾1)]d洲 禦+曜 一1}dgA

1+[
τ、A{1‐sWA十rsWA)}{‐rkA‐(1十TSA)rzkRA}十rkA十zSAr2kxA]dzSA1十

τc五
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十[τcAηsA一 トτsAkA十 τsArkRA(1十 τ、A)]dr=0,

{τcBγsB十 τsBrkgB-1}dgB十[τcBηsB十 τsBkB十 τsBrkRB(1十 τsB)]dr=0,

aSA
-

∂。,ad・ ・A+[k・A-・ ・AAノ(gA)f(kA)]dgA+[・k・A-・wA{一 ・kA-(1+τ ・A)r2k・A}]d・ ・A

+[kgB-swBAノ(gB)f(kB)]dgB+(α 、一 β、)dr=0,

と な る 。 こ こ で,Bか らPの 符 号 は 次 の よ う に 決 ま る 。

kRA≪0 kRA<a kus≪Q kxB<0 kgA≫0 kgA>0 kg's≫0 kgB>0

B 　 十

D 十 一

E 一 十

F 十 一

G 一 一 一 一 一 一 一 一

H 十 一

1 十 　

J 一 一 一 一 一 一 一 一

M 十 十 十 十 十 十 十 十

N 一 一f一

P 十 一

<Appendix2>

(36),(36}',(371式 を そ れ ぞ れ 全 微 分 す る と,

[1毒[w・ 一・・+{1+(1-Tr・)・}・ ・h・(瓢+箒)]d窃 ・

十[τcAγ,A-十 τ,ArSwA{A'(gA)f(kA)}-1〕dgA

1+[一 τ
。A{_kA-(1一 τrA){sRA-(1一 τrA)rsRA-sA}r十sAr一 τrAr2sRA]dτrA1十

τc∬

十[τ 。AηrA十 τrASA一 τrASwArkA十 τ,A(1一 τrA)SRAr]dr=0,

[τcBγ,B→ 一τrBrswB{Aノ(gA)f(kA)}-1]dgB

十[τ 。BηrB十TrBSB-ZrBSwBrkB十 τrB(1一 τrB)SRBr]dr=0,

aSA
-

∂。。・dτ ・A+[kAg-swAA'(gA)f(kA)]dgA+sRA・dτ ・A

+[kgB-swBA'(gB)f(kB)]dgB+(α,+β,)dr=0,

と な る 。 こ こ で,aか らpの 符 号 は 次 の よ う に 決 ま る 。
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M3  V63-1.

 sRA>0  sRA  >0  sRB>>0  sRB>0 s„A>>0  sy/A  >  0 s„B>>0  s„B  >0

a + +

b +

d + +

e +

h + + + +

i +

+

1

m + + + + + + + +

n +

 P
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